
◎地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一九年五月一六日法律第四四号）   

一、提案理由（平成一九年三月二九日・衆議院総務委員会） 

○菅国務大臣 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地方公

務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の自己啓発等休業

に関する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、こうした国

家公務員に係る対応を踏まえ、一般職の地方公務員についても同様に、育児短時間勤務

の制度の新設等を行うものであります。 

……………（略）…………… 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、職員は、任命権者

の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児

短時間勤務をすることができることとし、育児短時間勤務職員に関する一般職の職員の

給与に関する法律等についての特例を定めるとともに、一週間当たりの勤務時間が二十

時間である二人の育児短時間勤務職員の同一の官職への任用、後補充のための任期付短

時間勤務職員の任用等について定めることとしております。 

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案も、同様の内容

の改正を行うものであります。 

……………（略）…………… 

 なお、昨年の通常国会において成立した健康保険法等の一部を改正する法律において、

地方公務員等共済組合法の改正に不備がありましたので、これに対応した改正について

も、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案にあわせて盛り込ん

でいるところであります。 

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一九年四月一二日） 

○佐藤勉君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、各案の要旨について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員につい

て、国家公務員と同様、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象

となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げるものであります。 



……………（略）…………… 

 以上の四案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、翌二十九日菅総務大臣から提

案理由の説明を聴取し、四月十日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決

いたしましたところ、四案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 なお、四案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月一〇日） 

 （国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平一九法四二）の附

帯決議と一括して掲載） 

三、参議院総務委員長報告（平成一九年五月九日） 

○山内俊夫君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員

について、国家公務員と同様、育児短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであり

ます。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、これら四法律案を一括して議題とし、育児短時間勤務制度を

導入する意義、休暇・休業・研修制度等の全般にわたる見直しの必要性、自己啓発等休

業取得者に対する経済的支援の検討、育児休業や育児短時間勤務が可能となる職場環境

の整備等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、四法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定をいたしました。 

 なお、育児休業関係二法律案に対し五項目の、自己啓発等休業関係二法律案に対し四

項目の附帯決議がそれぞれ付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月八日） 

 （国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平一九法四二）の附

帯決議と一括して掲載） 


